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平 成 ３１ 年  第 ２ 回  加  須  市  教  育  委  員  会  定 例  会  会  議  録 

招集の日時   平成３１年２月２２日              午後１時３０分 

招集の場所   教 育 委 員 会 室 

開会の日時   平成３１年２月２２日              午後１時３０分 

閉会の日時   平成３１年２月２２日              午後２時３５分 

出席者の氏名 
 渡邉義昭教育長、小林義之教育長職務代理者、増田公子委員、加藤久佳委員、福

田孝夫委員、遠藤康江委員 

欠席者の氏名  

会議に出席した者 

の氏名 

江原千裕生涯学習部長、杉田 勝学校教育部長、大和田一善こども局長兼福祉事

務所長兼学校教育部理事、細田周作生涯学習課長、飯野伸康文化・学習センター

所長、増田英二図書館課長、石川達雄スポーツ振興課長、藤間隆子学校教育課長、

高貫 貢学校給食課長、塩崎昇一こども局副局長兼子育て支援課長兼学校教育部

参事、酒巻克太郎学校教育課主幹兼指導主事、齋藤 誠学校教育課主幹兼指導主

事、青木正明保育幼稚園課主幹、武井由加里教育総務課主幹 

 

会期日程 第１ 会議時間の決定 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 報告第３号 臨時代理の報告について（審議会等委員への市議会

議員の選任の見直し及び審議会等の委員構成に関す

る規定の整備に伴う関係条例の整備に関する条例） 

第５ 第１０号議案 県費負担教職員の人事の内申について 

第６ 協議事項 平成３０年度加須市立幼稚園修了証書授与式及び

小・中学校卒業証書授与式告辞について 

第７ その他  

発言者 会議の概要 

渡邉教育長 平成３１年第２回加須市教育委員会定例会を開会します。 

本日の議事日程につきましては、別紙のとおりでございますので、ご了承願い

ます。 

本日は、傍聴希望者はございません。 

 

 

渡邉教育長 

 

【日程第１ 会議時間の決定】 

日程第１ 会議時間の決定についてでございますが、本日の日程がすべて終了

するまでとすることでよろしいでしょうか。 

（異議なしとの声あり） 

 

それでは、会議時間は、本日の日程がすべて終了するまでといたします。 
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渡邉教育長 

【日程第２ 会議録署名委員の指名】 

日程第２ 会議録署名委員の指名について、今回は遠藤委員にお願いいたしま

す。 

 

遠藤委員 

 

 はい。 

 

 

渡邉教育長  

  

【日程第３ 前回会議録の承認】 

日程第３ 前回会議録の承認について、平成３１年第１回加須市教育委員会 

定例会会議録については、事前にお配りしてございます。 

会議録の内容について、何かご質疑、ご意見等ございますか。 

（なしとの声あり） 

それでは、前回会議録について、承認ということでよろしいでしょうか。 

（異議なしとの声あり） 

それでは、承認とします。 

 

日程第５ 第１０号議案「県費負担教職員の人事の内申について」は、人事案件

であることから、加須市情報公開条例第７条第１項第４号の非公開情報にあたり

ます。 

よって、日程第５は、加須市教育委員会会議規則第３条第５項に基づき、会議を

非公開とすることでよろしいですか。 

（よろしい との声あり） 

 

 【日程第４ 報告第３号「臨時代理の報告について（審議会等委員への市議会議

員の選任の見直し及び審議会等の委員構成に関する規定の整備に伴う関係条例の

整備に関する条例）】 

 

渡邉教育長 報告第３号「臨時代理の報告について（審議会等委員への市議会議員の選任の

見直し及び審議会等の委員構成に関する規定の整備に伴う関係条例の整備に関す

る条例）」について、加須市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

第４条第１項の規定により、臨時に代理しましたので、同条第２項の規定により

報告します。 

内容について、事務局から説明させます。  

 

武井教育総務課主

幹 

審議会等委員への市議会議員の選任の見直し及び審議会等の委員構成に関する

規定の整備に伴う関係条例の整備に関する条例について、平成３１年２月１２日

招集の平成３１年第１回加須市議会定例会に議案を提出するに当たり、緊急に処

理する必要があり、教育委員会の会議を招集するいとまがないため、平成３１年

１月３１日に臨時に代理したので、報告するものであります。 

本条例は、２７本の関係条例を一括して改正するものとなっております。 

改正の内容は、大きく２つございます。1点目は、法令により委員構成が定めら

れている審議会等を除き、委員構成の規定から「市議会の議員」を削るという内容

です。市政への市民参加を促進させるということでございます。 

２点目は、委員構成の規定が、条例によりさまざまであることから、表現を統一

するという内容です。 

２７本の関係条例のうち、教育委員会所管の条例は、５本ございますが、いずれ

の条例も、２点目の内容、構成する委員の表現を統一する改正となっております。 
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江原生涯学習部長 補足で説明をいたします。 

今回の見直しにつきましては、加須市議会としても検討を進めてきた経緯がご

ざいます。 

まずは、平成２９年８月９日の議会改革特別委員会の中で、審議会等の委員へ

の議員の参画について、福島議長から見直しの投げかけがなされました。 

調べてみますと、加須市では、３０の審議会に延べ６４人の議員が選出されて

いるという状況にございます。 

執行部の設置する審議会等への議員参画については、平成１８年に、全国市議

会議長会として「民主的な二元代表制の性質から、法令によるものを除き、長の設

置した機関に参加すべきではない。地方分権の推進による議会の厳正な監視機能

の発揮と住民の直接的な市民参画を拡充するためにも、議員の参画を見直し、法

令の定めによるものにとどめるべきである。」との見解が示されております。 

また、昭和２８年に示された行政実例の中で、「附属機関の構成員に議会の議員

を加えることは、違法ではないが適当でない。」と示されております。 

さらに、県内４０市中１９市におきまして、既に審議会等へ議員が参画するこ

とを取りやめているという状況もございました。 

そうしたことを受けまして、市議会側では、議会改革特別委員会の中で検討を

重ね、条例規則に基づく１８の審議会の４３人の委員、これは執行部から依頼さ

れている委員であることから受ける、ただし、それ以外の要綱等の定めによる委

員については返上するという判断をいたしました。 

これに関して、市の執行部側としましては、提案理由にもありますとおり、市民

参画を拡充するという目的から、議員の参画は法令に定めのある「都市計画審議

会」、「空き家等対策協議会」に限るという考えで、市長自ら平成３０年１２月市議

会定例会前の代表者会議で説明し、今回の定例会への本条例の提案となったとい

うことでございます。 

なお、本条例案につきましては、先日２月２０日に、市議会において、総員賛成

での議決となっております。 

 

渡邉教育長 それでは、何かご質問等ございますか。 

 

小林教育長職務代

理者 

「知識経験を有する者」と「学識経験を有する者」との違いはどのように定義し

ているのでしょうか。 

 

武井教育総務課主

幹 

「学識経験を有する者」は大学の教授や弁護士、医師など、資格をお持ちの方、

「知識経験を有する者」はそれよりも広く捉え、さまざまな経験に基づく知識を

お持ちの方というような形で整理ができるかと思います。 

ただし、明確な定義はございませんので、ある審議会で「学識経験者」として委

員に選任されている方が、別の審議会では「知識経験者」として選任されていると

いうこともございます。例規の担当者にも確認しましたが、明確な区分はなく、実

際の選任の際には、ある程度、幅を持って捉えているということでございます。 

 

小林教育長職務代

理者 

 

法令で議員から委員を選任するとされているのは、「都市計画審議会」と「空き

家等対策協議会」の２つの審議会のみ、との説明がありましたが、なぜ、この２つ

の審議会はそのように定められているのでしょうか。私は、都市計画審議会の委

員をしておりますが、議員の方が委員のメンバーに入っていることで、いろいろ
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な意見も伺え、勉強になるなと感じております。何か理由があるのでしょうか。 

 

江原生涯学習部長 「都市計画審議会」は、都市計画区域の線引きや用途地域の指定、都市計画道路

の決定等、都市の将来を決める審議会です。都市計画決定は、その内容により市民

の財産や生活に制約を加えたりすることになる重要なものですが、都市計画審議

会の決定が尊重されて市としての決定となり、市議会がチェックする場がござい

ません。そのようなことから、都市計画審議会に議員が参画することとされてお

ります。 

「空き家等対策協議会」は、所有者が管理できない空き家について、指導助言、

勧告をしたり、場合によっては市が代執行をしたりという、市民の財産に関わる

大きな決定について協議を行う協議会ですが、こちらの決定等にも市議会がチェ

ックする場がございません。そのようなことから、市議会議員が構成員として参

画することとされております。 

 

渡邉教育長 条例上の規定はなくとも、議員が委員に選任されている審議会もございます。

そうした審議会についても、施行日の５月１日以降は、議員からの選任はしない

ということで、市全体として取り組んでまいります。なお、５月１日というのは、

市議会議員の改選を踏まえた施行日となっております。 

 

渡邉教育長 他にございませんか。 

 

それでは、次に移ります。 

 

 これより、会議を非公開とします。 

 

 【日程第５ 第１０号議案「県費負担教職員の人事の内申について」】 

 

 （全員賛成により原案可決） 

 

  これより、会議の非公開を解きます。 

 

 【日程第６ 協議事項 平成３０年度加須市立幼稚園修了証書授与式及び小・中

学校卒業証書授与式告辞について」】 

 

渡邉教育長 日程第６ 協議事項「平成３０年度加須市立幼稚園修了証書授与式及び小・中

学校卒業証書授与式告辞について」、協議いたします。 

事務局から説明させます。 

 

藤間学校教育課長 平成３０年度加須市立幼稚園修了証書授与式及び小・中学校卒業証書授与式告

辞について、それぞれ、案をお示ししております。 

ご協議の程よろしくお願いいたします。 
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渡邉教育長 小学校は、日本初のオリンピック選手、金栗四三について、中学校は卒業生が生

まれた年にちなんで宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」について、幼稚園は園での

生活と小学校への期待についての内容となっております。 

何かございますか。 

 

渡邉教育長 それでは、この形で進めさせていただきます。 

 

 【日程第７ その他】 

 

渡邉教育長  本日、配布した資料について、順にご説明します。 

 

 （以下 資料をもとに説明） 

 

江原生涯学習部長 ・ 騎西中央幼稚園複合化事業及び騎西小学校トイレ改修事業に係る平成３０年

度一般会計補正予算の追加提案について（予定） 

 

細田生涯学習課長 

 

・ 「埼玉県指定文化財の新規指定「刺繍三十番神像」について」 

 

藤間学校教育課長 

 

・ 平成３０年度 小学校卒業証書授与式の日程及び出席者等について 

飯野文化・学習セン

ター所長 

 

・ 平成３１年３月 パストラルかぞ催し物案内 

武井教育総務課主

幹 

 

・ 前回議案「議案第３号 平成３０年度加須市一般会計補正予算（第７号）のう

ち教育費について」の訂正 

・ 平成３０年度、平成３１年度教育委員会行事予定について 

 

渡邉教育長 それでは、ただいまの報告事項、また、事前に配布しました報告事項について、

何かご質疑、ご意見等ございますか。 
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渡邉教育長 それでは、以上で報告を終わります。 

 

以上で、平成３１年第２回定例会は終了となります。ありがとうございました。 

 

次回、平成３１年第３回定例会は３月２６日（火）午後１時３０分に開会しま

す。これをもちまして、平成３１年第２回加須市教育委員会定例会を閉会といた

します。 

ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

上記、会議の顛末を記載し相違ないことを証明するため、ここに署名する。 

 

 

平成３１年３月２６日 

 

 

 

           教 育 長   

 

 

           委   員   

 

 

           書  記   

 

 

 

 

 

 


